
 

 

三重県気候変動適応センターについて 

 

１．概要 

平成３０年１２月、「気候変動適応法」が施行され、地方公共団体の努力義務

として地域の気候変動の影響や適応に関する情報を幅広く取り扱う拠点である

「地域気候変動適応センター」の確保が規定されました。 

このことから、本県では、一般財団法人三重県環境保全事業団に要請し、平成

３１年４月、同事業団が「三重県気候変動適応センター」を設置しました。 

今年度、本県では環境省から国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務

の採択を受け、学校や農業・漁業従事者等から気候変動適応の情報収集等の業務

を当センターで行うこととしています。 

 

参考．これまでの主な三重県の取組 

 （１）三重県地球温暖化対策推進条例 

・ 適応に関する情報提供を規定（第１４条）。 

（２）三重県地球温暖化対策実行計画 

・ 適応策の検討について記述（第１章 基本的事項）。 

（３）三重県気候変動影響レポート２０１４ 

・ 県内の気象変化、将来予測に関しての小冊子（平成２６年度作成）。 

（４）三重県気候変動影響レポート２０１８ 

・ 県内の気象変化、将来予測に適応策を加えた小冊子（平成３０年度作成）。 

（５）三重県の気候変動影響と適応のあり方について（平成２７年度作成） 

・ 県内における気候変動影響の現状と将来予測についてまとめた報告書 

・ 環境省の地方公共団体における気候変動影響評価・適応計画策定等支援

事業により実施。 

（６）適応策の現状調査（平成２８年度） 

・ 環境省の地方公共団体における気候変動影響評価・適応計画策定等支援

事業により実施。 

（７）三重県気候変動適応センターの設置（平成３１年４月） 

（８）環境省の国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務の実施（令和元 

年度） 

・ 三重県気候変動適応センターへ再委託して実施。 

（９）講演会・セミナーの開催（平成２５年度から実施） 

・ 三重県気候講演会を津地方気象台と連携して実施。 

資料４ 




